
  

 広 告 書  
 

 京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例（令和 26年京都府条例第 15号。以下「条

例」という。）第 12条第１項に規定する見解書（以下「見解書」という。）を作成したので、次の

とおり広告します。 

 なお、条例第２条第５項に規定する関係住民等は、京都府中丹西保健所を経由して、見解書につ

いて生活環境の保全上の見地からの意見を記載した書面（以下「再意見書」という。）を弊社に提

出することができます。 

 

  2021年 8月 23日 

大栄アメット株式会社 

 

１ 弊社の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先 

名称及び代表者氏名 

 

大栄アメット株式会社 

代表取締役 中村 功 

所在地 京都府福知山市土師宮町一丁目 17 番地 

連絡先 電話番号：0773-20-2020（担当者：中村 功） 

 

２ 見解書の縦覧の場所、期間及び時間 

見解書の縦覧の場所、

期間及び時間 

＜縦覧の場所＞ 

①大栄アメット株式会社 

京都府福知山市土師宮町一丁目17番地 

②大正文化センター（大堀自治区） 

   京都府福知山市東堀２０７７− １ 

 ③土師宮町公会堂（土師宮自治区） 

京都府福知山市土師宮町１丁目３４ 

 ④土師公会堂（土師自治区） 

   京都府福知山市土師町１１７ 

 

＜縦覧の期間＞ 

 2021年 8月 23日（月） ～ 2021年 9月 30日（木） 

 

＜縦覧の時間＞ 

①月曜日から土曜日  9：00～16：00 

日曜日・祝祭日は休み 

②③④施設営業時間による 

 

３ 再意見書の提出期限、提出先等 

提出期限 2021 年 10 月 14 日（木） 

提出先 

 

 

 

〒620-0055 

福知山市篠尾新町一丁目 91 

 京都府中丹西保健所 環境衛生課 

  TEL：0773-22-6383 

提出方法 持参又は郵送（必着）による 

様式の入手方法 

 

 

・見解書の縦覧の場所に備え付けます。 

・京都府のウェブページ 

（https://www.pref.kyoto.jp/sanpai/tetsuzuki/index.html） 

からダウンロードできます。 

 

https://www.pref.kyoto.jp/sanpai/tetsuzuki/index.html


  

 

４ その他手続等 

修正見解書の縦覧 

 

再意見書の提出があったときは、再意見書に対する弊社の見解を記載した

書面（以下「修正見解書」という。）を作成し、縦覧に供します。 

備考 

 

 

修正見解書の縦覧の場所、期間及び時間等については、この印刷物の案内

方 法 と 同 じ 方 法 で 掲 示 す る ほ か 、 当 社 の ウ ェ ブ ペ ー ジ

（https://daiei-amet.jp/）に掲載します。 

 

https://daiei-amet.jp/

